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　　地域における福祉の身近な相談相手地域における福祉の身近な相談相手

民生委員・児童委員民生委員・児童委員

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、給
与
や
報

酬
の
支
給
を
受
け
な
い
特
別
職
の
地
方

公
務
員
で
、地
域
住
民
に
何
か
困
り
ご

と
が
あ
れ
ば
、相
談
支
援
機
関
に
つ
な

ぐ
大
事
な
パ
イ
プ
役
も
務
め
る
な
ど
、

地
域
に
お
け
る
福
祉
活
動
の
中
心
的
な

役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、民
生
委
員

法
に
基
づ
い
て
次
の
よ
う
な
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

▼ 

福
祉
に
関
す
る
困
り
ご
と
や
悩
み
ご

と
な
ど
の
相
談

▼
支
援
が
必
要
な
方
が
公
的
福
祉
サ
ー

　

ビ
ス
な
ど
を
適
切
に
利
用
で
き
る
よ

　

う
、相
談
支
援
機
関
へ
つ
な
ぐ
こ
と

▼
支
援
が
特
に
必
要
な
方
を
発
見
し
た

　

場
合
の
通
報
、行
政
な
ど
と
の
連
携

▼ 

市
民
か
ら
の
申
請
に
基
づ
く
各
種
証

明
書
の
交
付

▼
行
政
か
ら
の
依
頼
に
基
づ
く
新
生
児
・

　

高
齢
者
世
帯
の
訪
問
調
査

※ 

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は
別
に
、児

童
福
祉
法
に
基
づ
い
て
活
動
す
る
主

任
児
童
委
員
も
い
ま
す

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けて、地域住民
の福祉に関する困りごとや悩みごとの相談に応じ、必要な支援など
を行っていて、今年は、3年に1度の改選の年になります。
　今月号では、地域の身近な相談相手である民生委員・児童委員の
活動や委嘱までの流れなどをご紹介します。

問
合
せ
福
祉
課
へ
内
線
１
５
１
１

　核家族化や少子高齢化が進み、身近

に相談相手がいないという方が増えて

います。困っている方が福祉の谷間に

埋もれ、孤立化し、ついには悲しい事故

を招いてしまうことのないよう、私た

ちは常に見守り活動を続けています。

　民生委員・児童委員には「守秘義務」

が課せられています。相談内容が他に

漏れることはありませんので、困りご

とがありましたら、安心してご相談ください。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は

ど
ん
な
活
動
を
す
る
の

民生委員・児童委員の1年

実施月 活 動 内 容

5 月 民生委員・児童委員協議会総会の出席

6 月 交通安全声掛け運動の参加（～3月）

7 月 高齢者世帯の訪問調査（～10月）

8 月
民生委員・児童委員協議会の全体研修

会の出席

9 月 地区敬老会の参加協力

12 月 要援護者マップの作成

月1回
地区民生委員・児童委員協議会定例会

の出席

随時

・県主催研修の出席

・新生児世帯の訪問調査（こんにちは

　赤ちゃん事業）

・長寿者家族慰労品の支給

・相談支援活動、各種証明書の交付

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
定
数
は
、そ

れ
ぞ
れ
の
自
治
会
ご
と
に
決
ま
っ
て
い

て
、自
治
会
長
、地
区
自
治
会
連
合
会

長
、社
会
福
祉
協
議
会
支
部
長
の
連
名

に
よ
り
、狭
山
市
民
生
委
員
推
薦
会
に

内
申
さ
れ
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、３
つ
の
基

本
姿
勢
を
守
り
、常
に
市
民
の
立
場
に

立
っ
て
相
談
を
受
け
、必
要
な
支
援
を

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

県
の
審
査
基
準
で
は
、選
ば
れ
る
方

は
、地
域
に
一
定
期
間
以
上
居
住
し
、地

域
か
ら
信
頼
さ
れ
て
い
る
方
と
な
っ
て

い
ま
す
。ま
た
、年
齢
要
件
が
定
め
ら
れ

て
い
て
、任
期
は
３
年
で
す
。（
再
任
も
可
）

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は

ど
ん
な
人
が
な
る
の

厚
生
労
働
大
臣

委
嘱
ま
で
の
流
れ

民
生
委
員
・
児
童
委
員

30
〜
74
歳

主
任
児
童
委
員

30
〜
54
歳（
再
任

は
63
歳
ま
で
）

◆
３
つ
の
基
本
姿
勢

①
社
会
奉
仕
の
精
神

　

社
会
奉
仕
の
精
神
を
も
っ
て
、社
会

福
祉
の
増
進
に
努
め
ま
す
。

②
基
本
的
人
権
の
尊
重

　

相
談
相
手
の
人
格
と
秘
密
を
守
り
、

差
別
を
し
ま
せ
ん
。

③
政
党
・
政
治
的
目
的
へ
の
地
位
利
用

の
禁
止

　

職
務
上
の
地
位
を
政
党
ま
た
は
政
治

的
目
的
の
た
め
に
利
用
し
ま
せ
ん
。

◆
民
生
委
員
・
児
童
委
員
な
ど
の
年
齢

　

要
件

狭
山
市
の
民
生
委
員
・
児
童

委
員
の
改
選

　

市
内
で
は
、２
１
１
人
の
民
生
委
員
・

児
童
委
員
と
児
童
福
祉
を
専
門
に
活
動

す
る
20
人
の
主
任
児
童
委
員
が
、決
め

ら
れ
た
担
当
区
域
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

（
２
月
１
日
現
在
）

　

そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
の
委
嘱
期
間
は
３

年
間
で
、今
年
11
月
30
日
に
任
期
満
了

と
な
り
ま
す
。こ
の
た
め
、各
自
治
会
で

は
、２
月
か
ら
６
月
に
か
け
て
、次
期
民

生
委
員
・
児
童
委
員
候
補
者
の
人
選
が

行
わ
れ
ま
す
。

安心してご相談ください

※
民
生
委
員
法
に
基
づ
き
、市
議
会
議

　

員
、民
生
委
員
、福
祉
関
係
事
業
者
な

　

ど
の
中
か
ら
市
長
が
委
嘱
し
た
14
人

　

の
委
員
で
構
成
さ
れ
、自
治
会
長
な

　

ど
か
ら
内
申
さ
れ
た
候
補
者
を
審
査

　

し
、県
知
事
へ
推
薦
し
ま
す

⇒

自
治
会
長

地
区
自
治
会
連
合
会
長

社
会
福
祉
協
議
会
支
部
長

民
生
委
員
推
薦
会 

※

⇒

埼
玉
県
知
事

⇒

内
申

推
薦

推
薦

委
嘱

⇒

民
生
委
員
・
児
童
委
員
候
補
者

皆さんが支え合い、安心して住み続

けられるまちづくりに努めています

狭山市民生委員・
児童委員協議会
会長 奥冨孝一さん

私たちには守秘義務があります

こんなときは、こんなときは、

ご相談くださいご相談ください

子育てに関すること

子育ての不安、孤独感、
ひとり親家庭、いじめ、
不登校、引きこもり、虐
待の相談など

経済的なこと

生活費、医療費、教
育費の相談など

ご近所の福祉に関すること

・郵便受けに新聞がたまっている
・昼間でも雨戸が閉まっている
・夜でも洗濯が干されている　など

障害に関すること

障害者手帳のこと、
施設への入所・通所
の相談など

高齢者に関すること

生きがいと仲間づくり、
ひとり暮らし、寝たきり、
介護の相談など


